








新 条 例

第1条（東村山市防災会議条例の一部改正）

（所掌事務）

第2条　防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

（1）東村山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

也　市長の諮問に応じて東村山市の地域に係る防災に関する重要事項を

審議すること。

也　前号に規定する重要事項に関＿し、：市長に意見を述べること

也　亜主星に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその

権限に属する事務

（会長及び委員）

第3条　防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2　会長は、市長をもって充てる。

3　会長は、会務を総理する。

4　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代

理する。

5　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（1）指定地方行政機関の職員

（2）東京都の知事の部内の職員

（3）警視庁の警察官

也　市長の部内の職員

（5）市の教育委員会の教育長

（6）消防団長及び東京消防庁の職員

（7）指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体の役員又は職員
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旧 条 例

第1条（東村山市防災会議条例の一部改正）

（所掌事務）

第2条　防災会議は、次旦条里に掲げる事務をつかさどる。

（1）東村山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

也　東村山市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関

する情報を収集すること。

吐　逆主星に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその

権限に属する事務

（会長及び委員）

第3条　防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2　会長は、市長をもって充てる。

3　会長は、会務を総理する。

4　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代

理する。

5　委員は、次里条里に掲げる者をもって充てる。

（1）指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

（2）東京都の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

（3）警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者

也　宣長がその部内の職員のうちから指名する者

（5）市の教育委員会の教育長

（6）消防団長及び東京消防庁の職員のうちから市長が委嘱する者

（7）指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体の役員又は職員の
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